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水大気環境課 

 

 

 

 

    

○ 知事は、水道水源を保全するため特に必要な区域を「水道水源保全地区」として指定するこ

とができます。 
 
○ 「水道水源保全地区」の区域設定の考え方は、河川水・伏流水、湖沼水・ダム水、浅層地下

水・深層地下水・湧水の別に、次のとおりです。 
 

(1) 河川水・伏流水 取水地点からおおむね上流１Km（流入河川も含む）の区間の直接集水 

域を基本とします。 
 

(2) 湖沼水・ダム水 次の区域を基本とします。 

① 湖沼（ダム湖）の直接集水域 

② 流入河川について、湖沼（ダム湖）への流入地点からおおむね上流１Km の区間の直 

接集水域 
 

(3) 浅層地下水・深層地下水・湧水 

① 浅層地下水 取水地点からの距離がおおむね１～２Km の範囲を基本とします。 

② 深層地下水 分水界、地形、地質構造等の涵養域の状況等を考慮した範囲を基本とし 

ます。 

③ 湧水 個々の水源の状況に応じて、浅層地下水又は深層地下水の範囲とします。 
 

○ 「水道水源保全地区」の指定は、市町村長の申出等により行います。 

 

 

 

 

(1) 水道水源保全地区内において、次の行為をしようとする場合には、知事に協議し、その 

同意を得る必要があります。 

   ① ゴルフ場の建設 

   ② 廃棄物最終処分場の設置 

③ 土石類の採取その他の土地の形質の変更で、変更に係る土地の面積が１ha を越えるもの 
 

(2) (1)の同意は、市町村長及び長野県環境審議会の意見を聴いて、行います。 
 

(3) 知事は、(1)の同意に当たり、水道水源の保全のために必要な限度において条件を付すこと 

ができます。 

 

(4) 知事は、その同意を得ずに(1)の行為を行った者又は(3)の条件に違反した者に、行為の中止、 

原状回復などを命じることができます。 
 

(5) 知事は、(1)の行為の状況又は水道水源に及ぼす影響を調査することがあります。 
 

(6) (1)の協議を行わない者又は(4)の命令に従わない者には、罰則があります。 
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３３３３    今後今後今後今後のスケジュールのスケジュールのスケジュールのスケジュール    



（参考）

広域名 市町村名 保  全  地  区  の  名  称
面積
(ha)

南牧村 所沢水道水源保全地区 265 H 6

横屋沢水道水源保全地区 48 H 7

寄沢水道水源保全地区 4 H 13

上田市 余里
よ り

水道水源保全地区 30 H 8

大沢水道水源保全地区 53 H 8

上組水道水源保全地区 25 H 8

北沢水道水源保全地区 60 H 8

田沢水道水源保全地区 44 H 7

臼川水道水源保全地区 39 H 10

猪鹿
いろく

水道水源保全地区 290 H 11

大沢水道水源保全地区 180 H 13

辰野町 大沢水道水源保全地区 40 H 11

飯島町 山ノ田水道水源保全地区 118 H 11

水荒沢
みずあらしさわ

水道水源保全地区 21 H 5

金七沢水道水源保全地区 157 H 9

阿智村 長九郎沢水道水源保全地区 67 H 6

平谷村 大松沢水道水源保全地区 40 H 6

根羽村 萸野
ぐみの

水道水源保全地区 110 H 7

売木村 岩倉水道水源保全地区 32 H 12

天龍村 風吹山水道水源保全地区 15 H 11

南木曽町 妻籠
つまご

水道水源保全地区 85 H 11

岩井ノ沢水道水源保全地区 84 H 7

桧尾
ひのきお

水道水源保全地区 69 H 8

木祖村 塩沢水道水源保全地区 191 H 7

木村沢水道水源保全地区 13 H 9

野尻水道水源保全地区 121 H 12

安曇野市 黒沢水道水源保全地区 161 H 6

筑北村 四阿屋
あ ず ま や

水道水源保全地区 165 H 7

大　北 大町市 一津
いっつ

水道水源保全地区 112 H 12

大清水水道水源保全地区 23 H 5

左右
そ う

水道水源保全地区 8 H 10

尾倉沢水道水源保全地区 83 H 11

下祖山水道水源保全地区 133 H 13

須坂市 豊丘水道水源保全地区 99 H 5

鞠子
まりこ

水道水源保全地区 174 H 6

屋知
や ち

水道水源保全地区 145 H 9

防風沢
ぼうふざわ

水道水源保全地区 140 H 13

油久保水道水源保全地区 38 H 18

小川村 桐山・鳥立水道水源保全地区 190 H 7

北　信 山ノ内町 かつら・二の沢水道水源保全地区 31 H 8

3,703

北相木村

松　本

佐　久

大桑村

 （平成26年3月末）

木　曽

水道水源保全地区の指定状況水道水源保全地区の指定状況水道水源保全地区の指定状況水道水源保全地区の指定状況

青木村

飯田市

高山村

長野市

指定
年度

飯　伊

長　野

２６市町村　４０地区

伊那市

上　小

上伊那

長和町

木曽町
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水大気環境課

１　基本情報

２　指定区域の概要
吉瀬 大曽倉 中山 中曽倉 上割

11.９４ha 12.3４ha 1.8９ha 6.6４ha 4.５０ha

地地地地　　　　形形形形

北沢川と寺沢川に
より造られた沖積
錐である。

女沢峠の南西斜面
であり、古屋敷川
と女沢川の上流の
傾斜地である。

戸倉山の南西斜面
であり、竹の沢川
右岸側の上流の傾
斜地である。

中曽倉川左岸側の
谷型の傾斜地であ
る。

新宮川左岸側の傾
斜地である

地地地地　　　　質質質質

植植植植　　　　生生生生

アカマツ群落が大
部 分 を 占 め て お
り、一部クリ－ミ
ズナラ群落が分布
している。

クリ－ミズナラ群
落が大部分を占め
ており、一部アカ
マツ群落が分布し
ている。

クリ－ミズナラ群
落とカラマツ植林
が分布している。

アカマツ群落が分
布している。

アカマツ群落とカ
ラマツ植林が分布
している。

寺沢川と北沢川で
あり、天竜川へ流
れ込んでいる。

大曽倉川の支川で
ある古屋敷川と女
沢川であり、大曽

大曽倉川の支川で
ある竹の沢川であ
る。

新宮川の支川であ
る中曽倉川であ
る。

新宮川の支川であ
る火打沢川であ
る。

水道水源保全地区の指定について

地地地地　　　　区区区区　　　　名名名名

申出年月日申出年月日申出年月日申出年月日

申申申申　　　　出出出出　　　　者者者者

吉瀬水道水源保全地区、大曽倉水道水源保全地区、中山水道水源保全地区、中曽倉水道水源保全
地区、上割水道水源保全地区（５地区）

平成26年7月8日

駒ケ根市長　杉　本　幸　治

位位位位　　　　　　　　　　　　置置置置 駒ヶ根市中沢の一部（天竜川の東側）

区区区区　　　　　　　　　　　　分分分分

自自自自
然然然然
環環環環
境境境境
のののの
状状状状
況況況況

面面面面　　　　　　　　積積積積

基盤岩は主に花崗岩と変成岩である。

資資資資 料料料料 ２－２２－２２－２２－２

水水水水　　　　系系系系

れ込んでいる。 沢川であり、大曽
倉川は天竜川の支
川である新宮川に
流れ込んでいる。

る。 る。 る。

降水量降水量降水量降水量

山林、一部保安林
を含む

山林、一部保安林
を含む

山林 山林、一部保安林
を含む

山林

土地利用土地利用土地利用土地利用のののの状況状況状況状況

駒ヶ根市中沢にある、中沢観測所（新宮川上流）の年平均降水量は1,450mmである。

資資資資 料料料料 ２－２２－２２－２２－２
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３　水源の概要
吉瀬 大曽倉 中山 中曽倉 上割

吉瀬第１水源
吉瀬第２水源

女沢水源
古屋敷第１水源
古屋敷第２水源

中山水源 中曽倉水源 上割水源

伏流水 湧水 湧水 湧水 湧水

･吉瀬第1水源
計画　37.0㎥/日
実績　25.7㎥/日

･吉瀬第2水源
計画　22.0㎥/日
実績　15.3㎥/日

･女沢水源
計画　30.0㎥/日
実績　14.0㎥/日

･古屋敷第１水源
計画　19.0㎥/日
実績      8.9㎥/日

･古屋敷第2水源
計画　11.0㎥/日
実績      5.1㎥/日

計画　30.0㎥/日
実績　13.0㎥/日

計画　38.0㎥/日
実績　25.0㎥/日

計画　45.0㎥/日
実績　24.0㎥/日

25.9% 17.1% 51.9% 28.4% 40.3%

･吉瀬第１水源
駒ヶ根市中沢
 950-ﾛ

･吉瀬第２水源
駒ヶ根市中沢
397

･女沢水源
駒ヶ根市中沢
9017-1

･古屋敷第１水源
駒ヶ根市中沢
8715-167

･古屋敷第２水源
駒ヶ根市中沢
8715-165

駒ヶ根市中沢
 7663-5

駒ヶ根市中沢
10888-33

駒ヶ根市中沢
7253-717

･吉瀬第１水源
コンクリート
集水桝

･女沢水源
コンクリート
集水桝

コンクリート
集水桝

コンクリート
集水桝

コンクリート
集水桝

駒ヶ根市上水道

水源水源水源水源のののの種別種別種別種別

水道水道水道水道のののの名称名称名称名称

水道設置者水道設置者水道設置者水道設置者

取取取取　　　　水水水水　　　　量量量量
（（（（H25H25H25H25実績実績実績実績））））

駒ヶ根市

区区区区　　　　　　　　　　　　分分分分

水源水源水源水源のののの名称名称名称名称

取水施設取水施設取水施設取水施設のののの位置位置位置位置

取取取取　　　　水水水水　　　　率*率*率*率*

集水桝

･吉瀬第２水源
コンクリート
集水桝

集水桝

･古屋敷第１水源
コンクリート
集水桝

･古屋敷第２水源
コンクリート
集水桝

吉瀬地区 大曽倉地区 中山地区 中曽倉地区 上割地区

１６３人 １４６人 ５６人 ９８人 １１５人

41.0㎥/日 28.0㎥/日 13.0㎥/日 25.0㎥/日 24.0㎥/日

･吉瀬第１:大腸菌
の検出以外は水道
法の水質基準に適
合

･吉瀬第２:水道法
の水質基準に適合

水道法の水質基準
に適合

大腸菌の検出以外
は水道法の水質基
準に適合

大腸菌の検出以外
は水道法の水質基
準に適合

大腸菌の検出以外
は水道法の水質基
準に適合

H6.3.31 S53.8.8 S61.3.27 S61.3.27 S63.12.23

４　その他

取水地点の集水区域について設定。
区域設定区域設定区域設定区域設定のののの
考考考考　　　　ええええ　　　　方方方方

地区の貴重な水源であり、良好な水質を将来にわたって保全してゆくため。指定申出指定申出指定申出指定申出のののの理由理由理由理由

取水開始年月日取水開始年月日取水開始年月日取水開始年月日

取水施設取水施設取水施設取水施設のののの構造構造構造構造

給水人口給水人口給水人口給水人口
(H26.4(H26.4(H26.4(H26.4月現在)月現在)月現在)月現在)

* 取水率＝取水量(実績)÷年間降水量×指定区域面積×湧出率×１００　　(湧出率＝１／３)

給水量(平成給水量(平成給水量(平成給水量(平成２５２５２５２５
年度実績)年度実績)年度実績)年度実績)

原水原水原水原水のののの水質水質水質水質

給水区域給水区域給水区域給水区域
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水大気環境課 

長野県水環境保全条例長野県水環境保全条例長野県水環境保全条例長野県水環境保全条例（（（（抜粋抜粋抜粋抜粋））））    

（水道水源保全地区の指定） 

第 11 条 知事は、水道法（昭和 32 年法律第 177 号）第３条第１項に規定する水道の

水源（以下「水道水源」という。）を保全するため特に必要な区域を、その区域を管轄

する市町村長の申出により、水道水源保全地区として指定することができる。 

２ 前項の規定によるほか、知事は、市町村長から他の市町村の区域に係る水道水源保全

地区の指定の要請があった場合は、関係市町村長の意見を聴いて水道水源保全地区の指

定をすることができる。 

３ 知事は、水道水源保全地区を指定しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の

長に協議し、及び長野県環境審議会の意見を聴かなければならない。 

４ 知事は、水道水源保全地区を指定する場合には、その旨及びその区域を告示しなけれ

ばならない。 

５ 水道水源保全地区の指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。 

６ 第１項から前項までの規定は、水道水源保全地区の指定の解除及びその区域の変更に

ついて準用する。 

（水道水源保全地区内における行為の事前協議） 

第 12 条 水道水源保全地区内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あ

らかじめ、規則で定めるところにより、知事に協議し、その同意を得なければならない。 

(１) ゴルフ場の建設 

(２) 廃棄物（廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）第２

条第１項に規定する廃棄物をいう。）の最終処分場の設置 

(３) 土石類の採取その他の土地の形質の変更で、変更に係る土地の面積が規則で定め

る規模を超えるもの 

２ 知事は、前項の協議があったときは、関係市町村長及び長野県環境審議会の意見を聴

かなければならない。 

３ 第１項の同意には、水道水源の保全のために必要な限度において条件を付することが

できる。 

４ 次の各号に掲げる行為については、第１項の規定は適用しない。 

(１) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為 

(２) 国又は地方公共団体が行う行為 

(３) 河川法その他の法令の規定に基づいて行う行為のうち、水道水源の保全のための

措置が講じられるものとして規則で定めるもの 

 

 

長野県水環境保全条例施行規則長野県水環境保全条例施行規則長野県水環境保全条例施行規則長野県水環境保全条例施行規則（（（（抜粋抜粋抜粋抜粋））））    

（水道水源保全地区内における行為の規模） 

第６条 条例第 12 条第１項第３号の規則で定める規模は、面積１ヘクタールとする。 

 

参考資料 ２ 



平成 4 年 10 月 長野県水環境保全審議会意見 

 

水道水源保全地区の指定の考え方（抜粋） 

 

１ 水道水源保全地区の指定に係る区域設定についての基本的な考え方 

(1) 地表水（河川水、伏流水、湖沼水、ダム水）については、排水が十分

に希釈されないで水道水源に到達する可能性のある区域とする。 

(2) 地下水（浅層地下水、深層地下水、湧水）については、個々の行為が

水道水源に影響を及ぼす可能性のある区域とする。 

(注)１ 伏流水とは、河川水が河床又はその付近に潜流している水をいう。 

２ 浅層地下水とは第一難透水層より表層部の地下水を、深層地下水

とは第一難透水層より深層部の地下水をいう。 

 

２ 水道水源保全地区の指定に係る水道水源別の区域設定の考え方 

水道水源別の区域設定の考え方は別紙に示したとおりである。なお、区域設

定にあたっては、個々の水源について、できる限り地形・地質・水象等の調査

を行い、対象水源の実状に応じて弾力的な設定を行うものとする。 








